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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　文字入力と文字編集用カーソル移動のキーと入力文字を表示する表示部を備えた携帯端
末において、文字の表示領域を前記キーより操作の手前に配し、キーの集合体が、当該キ
ーの集合体の上部を軸として回転し、片手でのキー入力を容易にする角度で止まり、表示
画面上にタッチパネルを形成したことを特徴とする携帯端末。
【請求項２】
　文字入力と文字編集用カーソル移動のキーと入力文字を表示する表示部を備えた携帯端
末において、
　キーが９０度度回転することを特徴とする携帯端末。
【請求項３】
　文字入力と文字編集用カーソル移動のキーと入力文字を表示する表示部を備えた携帯端
末において、
　キーが１８０度回転することを特徴とする携帯端末。
【請求項４】
　文字入力と文字編集用カーソル移動のキーと入力文字を表示する表示部を備え、文字の
表示領域を前記キーより操作の手前に配した携帯端末の操作方法であって、
　片手でのキー入力を容易にするように、キーの集合体の上部を軸として当該キーの集合
体が回転して決められた角度で止めて使用し、反対の片手で表示画面上に形成したタッチ
パネルを操作することを特徴とする携帯端末の操作方法。
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【請求項５】
　文字入力と文字編集用カーソル移動のキーと入力文字を表示する表示部を備えた携帯端
末のキーを９０度回転させて使用することを特徴とする携帯端末の操作方法。
【請求項６】
　文字入力と文字編集用カーソル移動のキーと入力文字を表示する表示部を備えた携帯端
末のキーを１８０度回転させて使用することを特徴とする携帯端末の操作方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、使用開始と終了の操作が容易で、かつ操作を開始する文字を入力するときに
持ちやすく、文字が入力しやすくする技術に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　関連する携帯電話機は、文字入力や文章を編集するときなどに用いるカーソルキーが、
画面表示装置より手前にあった。これはノートパソコンなどと同じ配置構成である。しか
し、携帯電話機は手に持ちながら操作しやすいようにするため、携帯電話機を手で握る長
さを大きくとったり、入力部分をスライドする構成などを採用しなければならなかった。
【０００３】
　テレビを見るなどの表示領域が大きい携帯電話機が望まれると同時に通話とメール機能
を主とした小型化した携帯電話機も望まれている。表示領域が大きいと、キー入力領域が
狭くなり、キー入力に負担がかかってきた。
【０００４】
　文字入力や画面を操作しているときに、携帯電話機を握っている部分が短くなり携帯電
話機を落としやすいが、これを改善することが望まれていた。とくに小型の場合、キー操
作時には持ちにくいために、操作のときに両手を使うユーザが増えてきた。
【０００５】
　携帯電話機を小型にした場合、マイク側に携帯電話機のアンテナを置くと電波の安全規
格を満たすことが容易だが、従来のキーの配置ではキー操作のためマイク側を握るとアン
テナ感度が落ちるので、この対策が望まれていた。
【０００６】
　画面を見るとき、画面を横から覗かれやすいので、視野を制限するシートなどを用いる
人が多いが、光の透過率を落とすことになってしまい、この画面が覗かれにくいことが望
まれていた。
【０００７】
　ここで、ボタン操作部を電話機の上方に、表示部を下方に配置することで操作性のよい
携帯電話機を提供することができる技術が提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】実用新案登録第３０７９７４５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、操作性向上のため、キー入力操作をしながら、タッチパネル操作をも同
時に出来る装置や表示画面の横にＯｎｅＳｅｇ画面を表示した場合にも容易なキー操作が
可能な装置が望まれていた。
【０００９】
　本発明は、以上説明した問題点を解決するためになされたものである。その目的は、小
型でも持ちやすくてキーによる文字入力操作と文編集操作が容易であり、タッチパネルに
よる文字入力や画面指示動作が安定した携帯端末および携帯端末の操作方法を提供するこ
とである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
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　かかる目的を達成するために、本発明は、以下の特徴を有することとする。
【００１１】
　本発明は、文字入力と文字編集用カーソル移動のキーと入力文字を表示する表示部を備
えた携帯端末において、
　文字の表示領域を前記キーより操作の手前に配し、
　片手でのキー入力を容易にするようにキーの集合体が回転して決められた角度で止まり
、
表示画面上にタッチパネルを形成した携帯端末を提供する。
【００１２】
　また、本発明は、文字入力と文字編集用カーソル移動のキーと入力文字を表示する表示
部を備えた携帯端末において、
　キーが９０度度回転する携帯端末を提供する。
【００１３】
　また、本発明は、文字入力と文字編集用カーソル移動のキーと入力文字を表示する表示
部を備えた携帯端末において、
　キーが１８０度回転する携帯端末を提供する。
【００１４】
　また、本発明は、文字入力と文字編集用カーソル移動のキーと入力文字を表示する表示
部を備え、文字の表示領域を前記キーより操作の手前に配した携帯端末の操作方法であっ
て、
　片手でのキー入力を容易にするようにキーの集合体が回転して決められた角度で止めて
使用し、反対の片手で表示画面上に形成したタッチパネルを操作する携帯端末の操作方法
を提供する。
【００１５】
　また、本発明は、文字入力と文字編集用カーソル移動のキーと入力文字を表示する表示
部を備えた携帯端末のキーを９０度回転させて使用する携帯端末の操作方法を提供する。
【００１６】
　また、本発明は、文字入力と文字編集用カーソル移動のキーと入力文字を表示する表示
部を備えた携帯端末のキーを１８０度回転させて使用する携帯端末の操作方法を提供する
。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、小型でも持ちやすくてキーによる文字入力操作と文編集操作が容易で
あり、タッチパネルによる文字入力や画面指示動作が安定した装置を提供することができ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、本発明の第１の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。図１を参照
すると、本実施の形態における折り畳みでない携帯電話機は、レシーバー側にキーパッド
３０を配し、マイク側に表示画面５０を配している。
【００１９】
　キーパッド３０はカーソルキー３５、決定キー３６、ソフトキー３１、３２、機能キー
３３、３４、切断キー３７、受発信キー３８、クリアキー３９、番号・文字キー４０を載
せたモジュールである。
【００２０】
　キー操作をする場合は図８に示すように持ち、親指でキー操作を行う。この場合、親指
以外で携帯電話機の本体１を軽く握るようにして持つため、携帯電話機を落としにくい。
【００２１】
　親指の付け根の膨らみが表示画面をさえぎる場合には、図３に示すように、キーパッド
３０を傾けて使う。
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【００２２】
　本体を手のひらで包むように持っているので、表示画面を他人に見られる割合が少なく
なる。
【００２３】
　本体のマイク側にアンテナを配することにより、ＳＡＲ対策の設計が容易になり、かつ
、手の中の外にアンテナがあることになり、感度劣化が少ない。
【００２４】
　図２は右手でキー入力をする場合であり、図３は左手でキー入力をする場合である。い
ずれもキーパッド３０が傾けられている。
【００２５】
　キーパッド３０を傾けることにより、指で文字入力をしている間、指によって画面表示
を妨げる可能性を少なくしている。
【００２６】
　とくに傾けなくても図１の状態でキー入力をするとしても実用上は差し支えない。
【００２７】
　携帯電話機では、画面に指示したキーの定義をつかうキーが用いられるが（ソフトキー
と呼ぶ）、図５では、右ソフトキー３１、左ソフトキー３２が示されている。画面のキー
定義の位置とキーの位置は相対的に対応していることは、従来と同じである。
【００２８】
　図４は、カーソルキー３５、決定キー３６やソフトキー３１、３２、機能キー３３、３
４、切断キー３７、受発信キー３８、クリアキー３９が番号・文字キー４０より上に配置
した場合である。
【００２９】
　図５は、図７と同じく折り畳み式の携帯電話機を示し、キー配置の具体例を示している
。図６は図５の側面図である。
【００３０】
　図７は、本発明による携帯電話機のひとつの実施形態の斜視図である。図７の携帯電話
機はヒンジ１９で屈曲する折り畳み型であり、左手の親指で入力し、右手でタッチパネル
を操作する場合を示す。
【００３１】
　左手親指でキー入力しやすいようにキーの集合体であるキーパッド３０の下側を左側に
寄せている。手や指は図示しないが、左手の指の腹を上にむけて、タッチパネル５１のベ
ース側本体１２の下側筐体を確実に保持している。
【００３２】
　右手でキーを入力する場合、キーパッドの下側を右に寄せることも可能である。
【００３３】
　手のひらでアンテナ特性を阻害しないように、携帯電話機のアンテナ６０はマイク１４
近傍の筐体の中にある。レシーバ１３側にアンテナを設定してもよいが、この場合、ＳＡ
Ｒの対策を十分にしなければならない。
【００３４】
　なお、上述する実施の形態は、本発明の好適な実施の形態であり、本発明の要旨を逸脱
しない範囲内において種々変更実施が可能である。例えば、キーを９０度回転可能にする
ことで、表示画面の横にＯｎｅＳｅｇ画面を表示した場合にも容易なキー操作が実現でき
る。画面を回転する手法よりも機構は簡単に構成できる。さらに、１８０度回転可能とす
ると好みの入力（キーが逆）が実現できる。
【００３５】
　なお、この出願は、２００７年２月２０日に出願した、日本特許出願番号２００７－０
３９９６７号を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
【産業上の利用可能性】
【００３６】
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　本発明は、小型でも持ちやすくてキーによる文字入力操作と文編集操作が容易であり、
タッチパネルによる文字入力や画面指示動作が安定した装置に適用できる。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】本発明の折り畳みでない携帯電話機の場合のひとつの実施形態図である。
【図２】図１の利用状態の図のひとつである。
【図３】図１の利用状態の図のひとつである。
【図４】本発明のキーの配置の別の実施例である。
【図５】折り畳み式携帯電話機の場合のひとつのキー定義実施例である。
【図６】図５の側面図である。
【図７】折り畳み式携帯電話機の場合のひとつの実施形態の斜視図である。
【図８】折り畳みでない携帯電話機の場合の使用状態を示す図である。
【符号の説明】
【００３８】
　１　　本体
　１１　　フリップ側本体
　１２　　ベース側本体
　１３　　レシーバ穴
　１４　　マイク穴
　１９　　ヒンジ
　３０　　キーパッド
　３１　　右ソフトキー
　３２　　左ソフトキー
　３３　　右機能キー
　３４　　左機能キー
　３５　　カーソルキー
　３６　　決定キー
　３７　　切断キー
　３８　　受発信キー
　３９　　クリアキー
　４０　　番号・文字キー
　５０　　表示部
　５１　　タッチパネル
　５２　　タッチペン
　６０　　アンテナ
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【図７】 【図８】
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